
５高保体第 85 号

令和５年４月 25 日

各県立学校長 様

保健体育課長

「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」に基づく生命（いのち）の安全教育の

推進及び令和５年度「生命（いのち）の安全教育推進事業」について（依頼）

このことについて、文部科学省総合教育政策局及び男女共同参画共生社会学習・安全課

から別添（写し）のとおり周知依頼がありました。

このたび、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」（令和５年３月30日性犯罪・性暴

力対策強化のための関係府省会議決定）において、令和５年度から令和７年度までの３年

間を「更なる集中強化期間」として、教育・啓発を含め実効性のある取組を進めることと

されました。本事業への申請の有無に関わらず、子どもを性犯罪・性暴力の当事者にしな

いための生命（いのち）の安全教育の推進に取り組んででいただきますよう、貴校の関係

教職員にご周知のほどお願いいたします。

また、令和５年１月27日付け４高保体第885号でお知らせした「生命（いのち）の安全

教育」を実施する際の発達段階に応じた教材や、令和４年５月に各学校に配布しました「性

に関する指導の手引き」等を積極的にご活用いただき、引き続き児童生徒の発達段階に応

じた性に関する指導の着実な実施に努めていただきますようお願いいたします。

なお、集中強化期間においては、以下の教材等を活用した取組について、年度末に調査

を実施させていただく場合があることを申し添えます。

＜性に関する指導の手引き（令和４年５月 高知県教育委員会）＞

○小学校での指導教材 P.43「じぶんをまもろう」

P.73「犯罪から身を守ろう」

○中学校での指導教材 P.123「SNS を通じた出会いの危険性」

P.136「パートナーとのより良い関係」

○高等学校での指導教材 P.153「性意識と性行動の選択」

○特別支援学校での指導教材 P.228「いいタッチ わるいタッチ」

P.251「マナーを守ろう②（人との距離）」

P.261「好きな人との接し方」

＜「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」（令和５年３月 30 日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定）＞

＜「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月 11 日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定）＞

内閣府ＨＰにてご確認いただけます。

（内閣府ＨＰ）https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/measures.html



＜生命（いのち）の安全教育の教材等＞

文部科学省ＨＰ「性犯罪・性暴力対策の強化について」に掲載されています。

（文部科学省ＨＰ）https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html

〇独立行政法人教職員支援機構「校内研修シリーズ」

・子供を性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にしないための

「生命（いのち）の安全教育」について

https://www.youtube.com/watch?v=2xyH7RP_N7I

・（参考）「生命（いのち）の安全教育」教材、指導の手引き等

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html

〇「生命（いのち）の安全教育」動画教材

・幼児期向け

https://www.youtube.com/watch?v=EHIygZz7WjE

・小学校（低・中学年）向け

https://www.youtube.com/watch?v=ddSdG7Doy7Q

・小学校（高学年）向け

https://www.youtube.com/watch?v=MBM0WBRHDtk&feature=youtu.be

・中学校向け

https://www.youtube.com/watch?v=jxSjF1Ts9fM&feature=youtu.be

・高校向け

https://www.youtube.com/watch?v=DBqxgs_KV1g&feature=youtu.be

【担当】

保健体育課 学校保健担当：池本、廣田

TEL：088-821-4928 FAX：088-821-4849

【分類番号 10－03－0001】



５高保体第 85 号

令和５年４月 25 日

各市町村（学校組合）教育長 様

高知県教育委員会事務局

保 健 体 育 課 長

「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」に基づく生命（いのち）の安全教育の

推進及び令和５年度「生命（いのち）の安全教育推進事業」について（依頼）

このことについて、文部科学省総合教育政策局及び男女共同参画共生社会学習・安全課

から別添（写し）のとおり周知依頼がありました。

このたび、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」（令和５年３月30日性犯罪・性暴

力対策強化のための関係府省会議決定）において、令和５年度から令和７年度までの３年

間を「更なる集中強化期間」として、教育・啓発を含め実効性のある取組を進めることと

されました。本事業への申請の有無に関わらず、子どもを性犯罪・性暴力の当事者にしな

いための生命（いのち）の安全教育の推進に取り組んででいただきますよう、貴所管の各

学校にご周知のほどお願いいたします。

また、令和５年１月27日付け４高保体第885号でお知らせした「生命（いのち）の安全

教育」を実施する際の発達段階に応じた教材や、令和４年５月に各学校に配布しました「性

に関する指導の手引き」等を積極的にご活用いただき、引き続き児童生徒の発達段階に応

じた性に関する指導の着実な実施に努めていただきますようお願いいたします。

なお、集中強化期間においては、以下の教材等を活用した取組について、年度末に調査

を実施させていただく場合があることを申し添えます。

＜性に関する指導の手引き（令和４年５月 高知県教育委員会）＞

○小学校での指導教材 P.43「じぶんをまもろう」

P.73「犯罪から身を守ろう」

○中学校での指導教材 P.123「SNS を通じた出会いの危険性」

P.136「パートナーとのより良い関係」

○高等学校での指導教材 P.153「性意識と性行動の選択」

○特別支援学校での指導教材 P.228「いいタッチ わるいタッチ」

P.251「マナーを守ろう②（人との距離）」

P.261「好きな人との接し方」

＜「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」（令和５年３月 30 日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定）＞

＜「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月 11 日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定）＞

内閣府ＨＰにてご確認いただけます。

（内閣府ＨＰ）https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/measures.html



＜生命（いのち）の安全教育の教材等＞

文部科学省ＨＰ「性犯罪・性暴力対策の強化について」に掲載されています。

（文部科学省ＨＰ）https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html

〇独立行政法人教職員支援機構「校内研修シリーズ」

・子供を性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にしないための

「生命（いのち）の安全教育」について

https://www.youtube.com/watch?v=2xyH7RP_N7I

・（参考）「生命（いのち）の安全教育」教材、指導の手引き等

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html

〇「生命（いのち）の安全教育」動画教材

・幼児期向け

https://www.youtube.com/watch?v=EHIygZz7WjE

・小学校（低・中学年）向け

https://www.youtube.com/watch?v=ddSdG7Doy7Q

・小学校（高学年）向け

https://www.youtube.com/watch?v=MBM0WBRHDtk&feature=youtu.be

・中学校向け

https://www.youtube.com/watch?v=jxSjF1Ts9fM&feature=youtu.be

・高校向け

https://www.youtube.com/watch?v=DBqxgs_KV1g&feature=youtu.be

【担当】

高知県教育委員会事務局

保健体育課 学校保健担当：池本、廣田

TEL：088-821-4928 FAX：088-821-4849



事 務 連 絡 

令和５年４月 19 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 保 育 所 ・ 認 定 こ ど も 園 担 当 課 御中 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課  

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校担当課  

高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課 

高等専門学校を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体担当課  

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 

 

文部科学省総合教育政策局 
男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

 

令和５年度「生命（いのち）の安全教育推進事業」に関する委託事業の公募 

について（周知） 

 

 

 平素より文部科学行政に格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。 

 文部科学省では、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月 11日性犯罪・性暴

力対策強化のための関係府省会議決定）を踏まえ、令和３年度より、子供たちを性犯罪・

性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための「 生命（いのち）の安全教育推進事業」

を委託事業として実施しています（令和３年度事業名は「子供を性犯罪等の当事者にしな

いための安全教育推進事業」）。 

 本事業では、学校設置者等が実践校を指定し、内閣府と文部科学省が共同で作成した「生

命（いのち）の安全教育」の教材と指導の手引き等を活用したモデル事業を実施していま

す（対象は、幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校

及び特別支援学校（以下、「学校等」という）です。）。 

本年度についても、令和５年４月 19日から５月 26日まで、本事業の公募を実施いたし

ます（以下の URLより公募情報を確認できます。）。本事業では外部講師等と共同で子供た

ちへ指導を行うことや、性犯罪・性暴力について教職員が理解を深めることを目的として、

本年度から全国展開することとしている「生命（いのち）の安全教育」について、令和５年度
のモデル事業の公募開始をお知らせします。令和５年度からの３年間は性犯罪・性暴力の
「更なる集中強化期間」であり、本事業への申請の有無に関わらず、子供を性犯罪・性
暴力の当事者にしないための生命（いのち）の安全教育の推進をお願いします。 
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多様な研究協議会や研修会を実施することができます。「生命（いのち）の安全教育」は、

多くの自治体や学校等で取組を進めていただくことが重要であるため、自治体の規模や学

校種に関わらず、引き続き取組を実施することはもとより、新たに開始する場合にも、本

事業への申請について積極的に御検討願います。 

 なお、「生命（いのち）の安全教育」は、令和５年度から全国展開することとしており、

これまで、教材・指導の手引きの作成、動画教材の作成、モデル事業の実施、生徒指導提

要（令和４年 12月改定・公表）への記載等の取組を行ってまいりました。令和５年度から

は、実践事例集の提供や全国フォーラムの開催等、学校現場での実践をより後押しする取

組を通じ、全国展開を強力に推進してまいります。 

また、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」（令和５年３月 30日性犯罪・性暴力対

策強化のための関係府省会議決定）では、令和５年度から令和７年度までの３年間を「更

なる集中強化期間」として、教育・啓発を含め実効性のある取組を進めることとしており

ます。本事業への申請の有無に関わらず、子供を性犯罪・性暴力の当事者にしないための

生命（いのち）の安全教育の推進に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、市（指定都市を除く）町村教

育委員会及び所管の学校等に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校等

に対して、各都道府県におかれては、市町村及び所轄の私立学校法人、保育所、認定こど

も園に対して、各指定都市・中核市におかれては、所轄の保育所、認定こども園に対して、

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体におかれては、所轄の学

校設置会社に対して、附属学校を置く国公立大学法人におかれては、その設置する学校等

に対して、高等専門学校及び公立大学法人を設置・設立する各地方公共団体におかれまし

ては、その設置・設立する高等専門学校及び公立大学法人に対して、独立行政法人国立高

等専門学校機構におかれては、その設置する高等専門学校に対して、御周知くださるよう

お願いします。 

 

 
＜公募情報＞ 
文部科学省調達情報ウェブサイト「企画競争・公募等」に掲載しています。下記 URL

から確認いただけます。 
（文部科学省ＨＰ）https://pf.mext.go.jp/gpo3/MextKoboHP/list/kp010000.asp 

 
＜生命（いのち）の安全教育の教材等＞ 
文部科学省ＨＰ「性犯罪・性暴力対策の強化について」に掲載しています。 

（文部科学省ＨＰ）https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 
 

＜「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」（令和 5 年 3 月 30 日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定）＞ 
＜「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年 6 月 11 日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定）＞ 
内閣府ＨＰにて確認いただけます。 

（内閣府ＨＰ） 
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/measures.html 

 

【本件担当】 
文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 
男女共同参画学習室 男女共同参画推進係 
電   話：03(6734)2654 

Ｅメール ：danjo@mext.go.jp 

https://pf.mext.go.jp/gpo3/MextKoboHP/list/kp010000.asp
https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/measures.html

